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○ 短時間労働被保険者に関する求職者給付の特例
○ 雇用保険四事業の再編（雇用改善事業を雇用安定事業に統合）
○ 三事業に係る弾力条項の見直し

雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の概要（平成元年改正）雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の概要（平成元年改正）

○ 賃金日額の計算の特例の弾力化
○ 基本手当日額表の自動要件変更の緩和
○ 基本手当の減額にかかる内職収入控除額の引上げ
○ 再就職手当の支給要件の改善
○ 雇用保険料率及び国庫負担率の暫定的引下げ（原則負担率（1/4）の8/10に引下げ）

○ 高年齢雇用継続給付の創設
○ 育児休業給付制度の創設
○ 高年齢者（60歳以上～65歳未満）の基本手当の給付率の改正（「60～80％」から「50～80％」に引下げ）
○ 基本手当の日額の年齢別上限額の設定及び日額の自動的変更の要件改正
○ 所定給付日数の年齢区分の変更
○ 高年齢求職者給付金の額の引上げ
○ 日雇い労働求職者給付金の受給要件の緩和及び日額の引上げ
○ 再就職手当の支給要件の改善

雇用保険法の改正経過①

○ 教育訓練給付制度の創設
○ 介護休業給付制度の創設
○ 高年齢求職者給付金の額の引下げ及び国庫負担の廃止
○ 失業等給付に係る国庫負担率の暫定的引下げ（平成４年改正よりさらに7/10に引下げ）
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要（平成4年改正）

雇用保険法等の一部を改正する法律の概要（平成6年改正）

雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の概要（平成10年改正）



○ 基本手当の所定給付日数の変更
離職の態様に応じて再構成し、離職を余儀なくされた者に対し基本手当を重点化。

○ 再就職手当の支給額算定方法の変更
支給残日数等の区分に応じた算定方法から、支給残日数により逓減する算定方法へ変更。

○ 育児休業給付及び介護休業給付の給付率の引上げ
両給付とも25％から40％に引上げ

○ 失業等給付に係る国庫負担率及び雇用保険料率の変更
・国庫負担率の原則（1/4）復帰：平成４年及び平成10年改正に伴う暫定的引下げの廃止
・法定の保険料を0.8％から1.2％に引上げ

○ 雇用保険率の弾力的変更に係る規定の改正
弾力規定の発動基準を収入対比方式から支出対比方式に改正

雇用保険法等の一部を改正する法律の概要（平成12年改正）

○ 基本手当の給付率及び日額上限額等の見直し
再就職時賃金との逆転を解消する等の観点から、給付率を「60～80％」から「50～80％」に引下げ等を実施。

○ 就職促進手当の創設
非常用雇用型就職促進手当を創設（給付率30％）

○ 通常労働者と短時間労働者の給付内容の一本化
短時間労働者か否かに関わらず給付内容を統一

○ 壮年層（35歳以上45歳未満）の基本手当の給付日数の改善
加入期間が10年以上の倒産、解雇等による離職者（35歳以上45歳未満）について所定給付日数を30日間延長

○ 教育訓練給付の給付率及び上限額の引下げ並びに支給要件期間の緩和
給付率を80％から「20～40％」に引下げるとともに、支給要件期間を５年から３年に緩和。

○ 高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率の見直し
60歳時賃金に比して25％超（改正前：15％）の賃金低下があった際に、原則15％（同：25％）を給付。

○ 雇用保険率の改定及び前２年間の据置き
法定の保険料を1.6％に引上げ、平成16年度までは暫定的に1.4％に据え置き。

○ 雇用安定資金の使用に関する特例
雇用安定資金を失業等給付の支払いのために使用することを可能とする。

雇用保険法の改正経過②

雇用保険法等の一部を改正する法律の概要（平成15年改正）
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○ 失業等給付に係る国庫負担の在り方の見直し
本来の国庫負担率（1/4）の55％とする＜当分の間＞。高年齢継続給付に係る国庫負担については廃止。

○ 失業等給付に係る雇用保険率の見直し
・弾力料率を±0.2％から±0.4％に拡大。
・雇用安定事業等の弾力条項の連続発動期間の制限（２年間）を撤廃

○ 雇用福祉事業の廃止
雇用保険三事業のうち、雇用福祉事業を廃止。

○ 船員保険制度の統合等
船員保険制度のうち労災保険及び雇用保険に相当する部分をそれぞれの制度に統合し、それ以外を全国健康保険協会に移管。

○ 被保険者資格及び受給資格要件の一本化
短時間労働被保険者の被保険者区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化。

○ 育児休業給付の給付率引上げ等
給付率を40％から50％に引上げ＜平成21年度末まで＞

○ 教育訓練給付の受給要件及び雇用安定事業等の対象範囲の見直し
・教育訓練給付の受給要件期間を初回のみ３年から１年に緩和＜当分の間＞
・雇用安定事業等の対象として「被保険者になろうとする者」を明確化

雇用保険法等の一部を改正する法律の概要（平成19年改正）

○ 特定理由離職者区分の創設（契約の更新がないことにより離職した者及び正当理由離職者）
・受給資格要件について解雇等の離職者と同様の扱いとする。
・契約の更新がないことにより離職した者等の給付日数を解雇等による離職者並に暫定的に拡充＜平成23年度末まで＞

○ 個別延長給付の創設
特定受給資格者等に対して、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に給付日数を６０日分延長＜平成23年度末まで＞

○ 再就職手当の給付率引上げ等
支給残日数により給付率に差をつけた上で全体として給付率を引上げ＜平成23年度末まで＞

○ 常用就職支度手当の対象範囲拡大及び給付率引上げ＜平成23年度末まで＞
○ 育児休業給付の見直し

育児休業基本給付金及び職場復帰給付金を統合し、平成19年改正に伴う給付率の引上げを延長＜当分の間＞

○ 失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ
特例的に保険料を弾力幅以上に引下げ0.8％とする＜平成21年度限り＞

雇用保険法等の一部を改正する法律の概要（平成21年改正）

雇用保険法の改正経過③
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雇用保険法の改正経過④

○ 非正規労働者に対する適用範囲の拡大
適用基準について「６か月以上雇用見込み」（要領に規定）から「３１日以上雇用見込み」（法に規定）に緩和

○ 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
事業主が届出を行わなかったため未加入者とされた場合について、２年を超えて遡及適用

○ 雇用保険二事業に係る財政的措置
・雇用保険二事業の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置＜平成23年度末まで＞
・雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止

○ 失業等給付に係る雇用保険料率の見直し
弾力条項により、原則保険料率1.6％から1.2％に引下げ（告示）

雇用保険法等の一部を改正する法律の概要（平成22年改正）
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○ 当面の雇用保険制度の安定的運営を確保するため、21年度における求職者給付及び雇用継続給付の国庫負担として、21年度
補正予算で3500億円の一般財源を措置

○ 雇用保険の国庫負担については、22年度中に検討し、23年度において、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定
措置を廃止

雇用保険法の一部を改正する法律の概要（平成22年改正）



年改正）雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の概要（平成23年改正）

雇用保険法の改正経過⑤

現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び
特別会計に関する法律の一部を改正する法律の概要（平成24年改正）

○ 契約の更新がないことにより離職した者等に対する給付日数拡充措置の延長
平成21年改正で措置した給付日数拡充措置を延長＜平成25年度末まで＞

○ 個別延長給付の延長
平成21年改正で創設した個別延長給付について延長＜平成25年度末まで＞

○ 雇用保険二事業の安定的な運営
平成22年改正で措置した二事業への積立金からの借り入れ措置を延長＜平成25年度末まで＞

○ 失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ
弾力条項により、原則保険料率1.4％から1.0％に引下げ（告示）

○ 賃金日額の引上げ
日額上限及び下限の算定基礎を賃金分布の「上位12.5％」又は「下位５％」を基に算出し、引上げ

○ 再就職手当の給付率引上げ
平成21年改正よりさらに10％ずつ給付率引上げた上で恒久化（支給残日数：1/3以上：50％、1/2以上：60％）

○ 常用就職支度手当の給付率の暫定的引き上げの恒久化
平成21年改正による給付率の暫定的な引き上げ（30％から40％）を恒久化

○ 失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ
法定の保険料を1.6％から1.4％に引下げ

○ 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する
暫定措置を廃止
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雇用保険法の改正経過⑥

雇用保険法の一部を改正する法律の概要（平成2６年改正）

○ 育児休業給付の充実
休業開始後６月につき、休業開始前の賃金に対する給付割合を６７％に引上げ

○ 教育訓練給付金の拡充（専門実践教育訓練給付金）
現行20%・上限10万円の給付を、最大60%・上限48万円に引き上げ、原則２年間（最大３年間）給付

○ 教育訓練支援給付金の創設
専門実践教育訓練を受講する45歳未満の若年離職者には、基本手当の50％を訓練受講中に支給＜平成30年度末まで＞

○ 就業促進手当（再就職手当）の拡充
再就職手当を受給した者が、離職前賃金と比べて再就職後賃金が低下した場合には、低下した賃金の６月分を追加的に給付

○ 失業等給付の暫定措置の延長
平成25年度末までとされた失業等給付の暫定措置を３年間延長＜平成28年度末まで＞
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基本手当に係る主な制度変遷

平成１２年
改正以前

平成12年改正
（平成13年４月施行）

平成15年改正
（同年５月施行）

平成21年改正
（同年４月施行）

平成23年改正
（同年８月施行）

法定賃金
日額

※（）内は
短時間労働
被保険者

・下限：３,９６０円
（２,９７０）

・上限：１３,５６０
～

１８,０８０円

・下限：４,２９０円
（２,１５０）

・上限：１４,７２０
～

１９,６２０円

・下限：２,１４０円

・上限：１３,１６０
～

１６,０８０円

同 左

・下限：2,320円

・上限：12,870
～

15,730円

所定給付
日数

９０～３００日

特定受給資格者：
９０～３３０日

特定受給資格者以外：
９０～１８０日

特定受給資格者：
９０～３３０日

特定受給資格者以外：
９０～１５０日

特定受給資格者：
（特定理由離職者も同様）

９０～３３０日

特定受給資格者以外：
９０～１５０日

個別延長給付の創設

同 左

給付率
※（）内は
６０歳以上

６０（５０）
～８０％

同 左
５０（４５）

～８０％
同 左 同 左

注）特定理由離職者の給付日数延長措置及び個別延長給付については平成21年改正で措置され、
平成24年改正で２年間、平成26年改正で更に３年間延長されている（平成28年度末まで） 7



再就職手当に係る主な制度変遷

平成15年改正以前
（平成10年12月創設）

平成15年改正
（同年５月施行）

平成19年改正
（同年10月施行）

給付率

８０％

※上限（省令）：30万円
（平成13年１月より）

※平成10年創設時は上限20万円

２０～４０％
※具体的な給付率（省令）：

要件期間３～５年：２０％
要件期間５年以上：４０％

※上限（省令）：
要件期間３～５年：１０万円
要件期間５年以上：２０万円

２０～４０％
※具体的な給付率（省令）：
要件期間に関わらず２０％

※当分の間、初回の受給に限り１年
以上の要件期間で足りる

※上限（省令）：１０万円
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教育訓練給付に係る主な制度変遷

平成12年
改正以前

平成12年改正
（平成13年４月施行）

平成15年改正
（同年５月施行）

平成21年改正
（同年４月施行）

平成23年改正
（同年８月施行）

平成26年改正
（同年４月施行）

給
付
額

所定給付日数の
区分
及び

支給残日数の区
分

に応じて支給

※支給残日数が所定
給付日数の1/3以
上かつ45日以上
必要

支給残日数
の

１／３分

※省令で規定

支給残日数
の

３０％分

所定給付日数
1/3以上

支給残日数の40%

所定給付日数
2/3以上：

支給残日数の50%

※「支給残日数が45
日以上」は要件と
して撤廃

※平成23年度末まで

所定給付日数
1/3以上：

支給残日数の50%

所定給付日数
2/3以上：

支給残日数の60%

※恒久化

離職前賃金からの
低下分

（６月分）を追加
支給

支給残日数の
40％分を上限

※６月間職場に定着
することを条件



高年齢継続給付に係る主な制度変遷

平成１５年改正以前
（平成７年４月創設）

平成１５年改正
（同年５月施行）

給付率

賃金の原則２５％

※賃金と給付額の合計が60歳時賃金に比して
・80－85％：給付額は逓減
・85％以上：支給しない

賃金の原則１５％

※賃金と給付額の合計が60歳時賃金に比して
・70.15－75％：給付額は逓減
・75％以上：支給しない
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※平成19年改正で国庫負担を廃止

育児休業給付に係る主な制度変遷

平成１２年改正以前
（平成７年４月創設）

平成１２年改正
（平成１３年１月施行）

平成１９年改正
（同年10月施行）

平成21年改正
（22年４月施行）

平成26年改正
（同年４月施行）

給
付
率

２５％

育児休業基本給付金：
２０％

職場復帰給付金：
５％

４０％

育児休業基本給付金：
３０％

職場復帰給付金：
１０％

５０％

育児休業基本給付金：
３０％

職場復帰給付金：
２０％

※平成21年度末まで
（暫定措置）

５０％

※全額休業期間中に支給
※暫定措置の期限を「当
分の間」に延長

６７％（50％）

※育児休業開始から６月
までは休業開始前賃金
の67％に引上げ
（それ以降は休業開始
前賃金の５０％）
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雇用保険料及び国庫負担の推移

失業保険 雇用保険

(昭22) (昭24) (昭27) (昭34) (昭35) (昭45) (昭50) (昭53) (昭54) (昭56) (昭57) (昭61) (昭63) (平４) (平５) (平10) (平13) (平14) (平17) (平19） (平21) (平22) (平23) (平24) (平27)

22 20 16 14 13 13 13.5 14.5 14.0 14.5 14.0 14.5 12.5 11.5 15.5 17.5 19.5 15.0 11.0 15.5 13.5
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

22 20 16 14 13 10 11 9 8 12 14 16 12 8 12 10
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(法改正) (弾力) (法改正) (法改正) (弾力) (法改正) (弾力) (法改正) (弾力)

(注2) (注4)

3.0 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(法改正) (弾力) (弾力) (弾力) (弾力) (弾力) (法改正)

1 1 22.5% 20.0% 14.0% 1
3 4 (1/4 (1/4 (20.0% 4 (1/4 (注5)

×0.9) ×0.8) ×0.7) ×0.55)

 （注１）農林水産業、清酒製造業及び建設業の失業等給付保険料率については労使双方1/1000ずつの上乗せがあり、また、建設業の二事業保険料率については、1/1000の上乗せがある。

 （注２）平成15年度法改正により、失業等給付の保険料率が16/1000とされたが、法律の附則により平成15年度及び16年度は暫定的に14/1000とされた。

 （注４）平成21年度の1年間に限り暫定的に引下げ。

 （注５）平成21年度二次補正において、3500億円を追加投入。

 （注３）平成４年度～平成１２年度、平成１９年度～の国庫負担は、「当分の間」の措置として、本来の国庫負担の所要額に一定の率（H４年度0.9、H５～９年度0.8、H10～12年度0.56、H19年度～0.55）を乗じて得た額とされた。

 （注６）平成23年法改正により、失業等給付に係る法定の保険料率を平成24年度より14/1000に引き下げることとされた。また、国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で
          暫定措置を廃止するものとする、とされた。

(法改正・

弾力)

雇用保険料

失業等給付
保険料率
（労使折半）

二事業
保険料率
（使用者負担）

国庫負担率
（基本手当）

13.75%


